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①令和３年５月臨時会付議予定議案 【企画財政部】

庁　議　事　項



埼玉県知事記者会見 令和３年５月１０日 ①

令和３年５月臨時会付議予定議案について

招 集 日 令和３年５月１１日（火）

議 案 １件 令和３年度埼玉県一般会計補正予算（第４号）

〇大規模施設等に対する感染防止対策協力金の支給

〇飲食店等に対する感染防止対策協力金（第１０期：5/12～5/31）の支給
200億1,014万円

補正予算の規模 ２７２ 億３３２ 万７ 千円

内 容

（補正後累計 2兆2,075億9,098万7千円）

〇新型コロナウイルスワクチン接種体制の強化 11億1,257万3千円

60億8,061万4千円



埼玉県知事記者会見 令和３年５月１０日 ②

飲食店等に対する感染防止対策協力金（第１０期）

前年又は前々年の
一日当たりの売上高

協力金の額（日額）

５月１２日から５月３１日まで

１０万円以下 ４万円

１０万円以上
２５万円以下

４万円から１０万円

※売上高×０．４

２５万円以上 １０万円

まん延防止等重点措置区域(１５市町) その他地域(４８市町村)

※ 売上高減少額方式（大企業等）の場合は、売上高の減少額×０．４ （上限２０万円、下限なし）

対象区域や支給単価などは第９期 （拡大後４/２８～５/１１）と同様

前年又は前々年の
一日当たりの売上高

協力金の額（日額）

５月１２日から５月３１日まで

８．３万円以下 ２.５万円

８．３万円以上
２５万円以下

２.５万円から７.５万円

※売上高×０．３

２５万円以上 ７.５万円

・営業時間 午前５時から午後９時まで

・酒類提供 終日自粛
・営業時間 午前５時から午後８時まで
・酒類提供 終日自粛※飲酒の機会の提供を含む

※飲酒の機会の提供を含む
※ただし、一人又は同居家族のみのグループを除く



大規模施設等に対する感染防止対策協力金

まん延防止等重点措置区域で行う午後８時までの営業時間短縮要請等に応じた集客
力の高い大規模施設（生活必需物資の小売関係等を除く。）及び当該施設においてテナ
ントとして一般消費者向け事業を営む事業所等に対して協力金を支給する。

【概要】
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【支給対象等】

5月12日から５月31日までの20日間

【対象期間】

大規模施設 テナント・出店者

支給対象
施 設

人流抑制の観点から、特措法第24条第9
項に基づく要請に応じた1,000㎡超の施設

大規模施設の一部を賃借することにより当
該施設に来場した一般消費者を対象に事
業を営む事業所等

支給金額
1,000m2ごとに20万円／日 100m2ごとに2万円／日

上記に基づき算出した額に「短縮した時間／本来の営業時間」を乗じた額を支給



新型コロナウイルスワクチン接種体制の強化

市町村による集団接種の促進 644,250千円
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県による集団接種会場の運営 468,323千円

感染拡大を一刻も早く収束させるため、切り札であるワクチン接種の体制を強化
・市町村の接種ペースが向上するよう、集団接種会場の医師・看護師等の確保を支援
・県が集団接種会場を設置し、高齢者に対する接種の一部を担うことで、接種が遅れる地域を補完

診療時間外・休日に集団接種会場に医師等を派遣した医療機関に
対し財政支援を行った市町村を助成（7月31日派遣分まで）

上限額 1人1時間あたり：医師 7,550円
看護師等 2,760円

(仮称)埼玉県高齢者ワクチン接種センターの概要

会 場 埼玉県浦和合同庁舎
接種人数等 １日７００人を想定

（武田/モデルナ社製ワクチンを想定）

対 象 全県域の高齢者
接 種 期 間 6月１日～７月31日（土日祝日も稼働）
医療 スタッフ 市町村の医療従事者確保に影響を与えないよう、

県立病院から派遣
予 約 受 付 ５月下旬(予定)から電子システムにより受付

(接種が遅れる見込みの地域には別途予約枠を設定)

そ の 他 接種会場において大学生等が高齢者の予診票の
記入をサポート


